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資 料 の 概 要

公共事業における総合評価落札方式の説明

(設計・施工一括発注方式との関係を含む)

1 公共事業における総合評価落札方式

総合評価落札方式とは、企業の技術力等と価格の双方を総合的に評価し落札

:蓄を決定する方式である。この方式は、 標準的な設計、施工方法に基づき最も

:安い価格で入札した企業を落札者としてきだ従来の入札方式とは異なり、より .

按術力の高い企業が落札者となりやすく、工事の昂質の向上、企業の技術開発 ;

;の促進、入札談合の抑制等の効果が期待される入札方式である。

公共工事の品質確保を目的に、 「公共工事の品質確保の促進に関する法律J(品

確法)が成立し、平成 17年 4月 1日に施行され、この法律の基本理念では、公

共工事の品質は、経済性に配慮、しつつ価格以外の多様な要素(技術力等)をも考慮、

し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保され

なければならないとされています。

この品確法の基本理念を実現する手法として、価格に加え、価格以外の要素も

総合的に評価して落札者を決定する方式である総合評価落札方式による入札方

式が平成 17年 8月 26日に閣議決定された基本方針に示された。そこで、横浜市

では、平成 18年度から一般競争入札における総合評価落札方式による工事発注

を進めています。

2 設計・施工一括発注方式との関係

設計・施工一括発注方式については、平成 9年度から国での試行が開始され、

以降、主に土木構造物の整備において採用されてきています。

一方、 「公共工事の品質確保の促進に関する法律Jが平成 17年4月に施行さ

れ、国土交通省では落札者の選定に「総合評価方式j を本格導入し、価格と品質

が総合的に優れた調達を行うこととされました。現在、総合評価落札方式は地方

自治体への運用の適用や拡大が図られています。

この総合評価方式の分類では、技術提案評価型、標準型、簡易型があります。

設計施工一括発注方式は、この中の技術提案評価型に位置づけられています。

《参考》

「横浜市総合評価落札方式ガイドラインj横浜市 平成 24年 5月

「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイ ドライン」国土

交通省 2013 (平成 25)年 3月(抜粋)
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1 はじめに

我が国では、国・地方自治体とち厳しい財政状況等を背景に、公共工事が減少してい

ますが、建設工事を請負う企業数は以前と大きな変化がありません。また、市民から談

合の防止など契約の透明性を高めることが求められています。

一方、工事の入札において一部に行き過ぎ疋競争が発生し、いきおい不良・不適格業

者の参入や怪入札受注の多発など、公共工事の品質の低下に繋がりかねない事態が懸念

されています。

このような社会状況を受け、公共工事の昆質確保を目的に、 「公共工事の品質確保の

促進に関する法律J (品確法〉が成立し、平成17年4月1日に施行されまレた。この法

律の基本理怠では、公共工事の昂質は、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素(技

術力等)をも考慮し、価格及び昂質が総合的に優れた内容の契約がなされるととにより、

確保されなければならないとされています。

この昂確法の基本理念を実現する手法として、価格に加え、価格以外の要素ち総合的

に評価して落札者を決定する方式である総合評価落札方式による入札方式が平成17年

8月26日に閣議決定された基本方針に示されましだ。そこで、償浜市では、平成18年

度から一般競争入札における総合評価落札方式による工事発注を進めています。

本ガイドラインは、横浜市での総合評価落札方式に関する基本的事項を示すものです。

2 公共工事の総合評価落札方式とは

総合評価落札方式とは、企業の技術力等と価格の双方を総合的に評価し落礼者を決定

する方式です。この方式は、標準的な設計、施工方法に基づき最も安い価格で入札し疋

企業を落札者としてきだ従来の入札方式とは異なり、より技術力の高い企業が落札者と

なりやすく、工事の日質の向上、企業の妓術開発の促進、入札談合の抑制等の刻果が期

待される入札方式です。

なお、企業の技術力等はあらかじめ設定した評価基準に基づき、提出された技術提案、

施工計画、施工能力等の資料を審査レ、点差究化することにより評価します。

3 基本的運用

(1 ) 落札者の決定方法

入札に参加しようとする企業(入札参加者〉に対して、本市が提示する技術提案、

施工計画、施工能力等についての評価項目に関する技術資料を求め、予め設定した評

価基準に基づき採点し、その点、叡〈加算点〉と標準点 (100点〉の合計点〈技術評価

点、〉を入札価格で除した数値(評価値〉の最も高い企業を落札者とします。

具体的な評価値の算出方法は、次の式のとおりです。



二〈票準点、+加算点)-;-入札価格

ー一一一/ L r 入札参加者から提出された技術提案、施工計画、

I 100点 | し施工能力等の資料を点獄化レた合計値

ただし、①標準点は100点とします。

②上記の入札価格は消費税及び地方消費税を除いた価格とし、単位は億

円単位とします。

③評価値は、小鍛点以下第4位未満を切り鎗てます。

(2) 総合評価落札方式のタイプ

横浜市では、予定価格3億円以上の工事については原則として総合評価落札方式に

よる工事発注とし、工事の特性!こ応じて次の3タイプの総合評価落札方式を適用しま

す。

ア標準 型 { ) 

技術的な工夫の余地が大きく、施工上の工夫等一般的な技術提案を求めることが

適切な工事に適用されるちのです。環境の維持、交通の確保、特別な安全対策等の

評価項自に関し、性能等を数値化し(叡値方式〉、または定性的に表示する(判定

方式〉ことにより、性能等と入札価格とを総合的に評価するものです。

イ簡易型

技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事において、特定のテーマに沿って作成

されだ簡易な施工計画の他、同種工事の施工実績や工事成績等の評価項目と入札価
格とを総合的に評価するものです。

ウ特別簡易型

技術的な工夫の余地が小さい一般的で小規模な工事において、簡易な施工計画を

要件とせず、同種工事の施工実績や、工事成績など、定量化されだ評価項目と入札

価格とを総合的に評価するものです。

予定価格3億円以上の工事については原則として標準型、簡易型を、 3億円未満の工事

についてはその内容に応じ標準型、簡易型、特別簡易型を適用します。

(3) 加算点の設定範囲

工事ごとに次の範囲で設定します。

総合評価落札方式のタイプ 加算点の満点の範囲

標準型 30点'"'"'50点

簡易型 12点'"'"'40点

特別簡易型 10点'"'"'20点
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(4) 評価項目の内容

総合評価落札方式のタイプに応じ、本市が個々の工事について評価項目及びその内

容を定めます。

《評価項目例》

タイプの適用
評価

評価項目 特別 評価項目の内容
分類 標準型 簡易型

簡易型

1項目
総合的なコストに関する提案

以上 なし なし
工事目的物の性能・強度等に闘す

妓術提案
必須

る提案

社会的要請に対応した提案

選択 なし なし 技術提案に係る施工計画
企業の

技術力 工程管理に係る技術的所見

1項目
昂質管理に係る技術的所見

簡易な施工計画 選択 以上 なし
施工上の課題に係る技術的所見 | 

必須 施工上配慮すべき事項

安全管理に留意すべき事項

環境負荷軽減に配慮すべき事項

同種工事の施工実績 過去15年の施工実績

工事成績の実績 過去2年の80点以上の件鍛

優良工事業者表彰の実績 過去5年の表彰実績

配置予定技術者の施工経験
過去15年の配置予定技術者の施

企業の 工経験
選択 選択 選択

施工能力 配置予定技術者の資格 配置予定按術者の所持資格

配置予定現場代理人の優良

工事按術者表彰の実績
過去5年の表彰実績

品質管理マネジメントシス

テムの取組状況
IS09001の取得状況

主たる営業所の所在地
建設業許司における主たる営業所

企業の の所在地

社会性・ 災害協力業者名簿登載 選択 選択 選択 横浜市災害協力業者の登録の有無

信頼性 環境マネジメントシステム

の取組状況
IS014001の取得状況
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(5) 妓術提案及び施工計画等の評価方法の考え方

J支術提案及び施工計画等は、評価項目の特性を踏まえ点叡化して評価しますが、

点叡化の基本的な考え方は、次のとおりです。

ア 評価項目の性能等の獄1直により点叡化する方法

評価項目の性能等が数値化できる揚合の評価方法です。

この場合、標準的には、提示された最高の性能等の叡値に評価点、の満点、最短限

の要求要件を満たす性能等の鍛値にO点を付与レ、中間の性能等は、その性能の程

度により点叡を付与します。

また、要求水準を満たさない場合は、「欠格Jとし、按術評価点は計算しません。

イ 叡値化が困難な評価項目を点叡化する方法

① 

叙値化が困難な評価項目の性能等に関して、数段階の階層とその判定基準を設け、

入札参加者ごとの評価項目値が該当する階層を判定し、それに応じた点差交を付与す

る評価方法です。

例えば、 4段階の階層〈優/良/司/欠格〉で評価を行う揚合には “優"に該当

するものには満点、 “良"に該当するものには満点、の1/2'"'-'1/3程度の点、 “可"

に該当するちのはO点として、不適切なものについては、 「欠格」とします。

評価項目のうち 1つでも「評価基準」が「欠格」に評価された揚合、当該工事の要

求水準を満たしていないと判断し、妓術評価点を計算せす、当該入札者を藩礼者と

しません。

(6) 評価項目及び評価基準等の公表内容

個々の工事の評価項目、評価基準、配点及び満点は、工事の特性により設定し、

入札公告に合わせて「実施要領書」により公表します。

ア標 準型

標準型では、企業の妓術力の評価分類の「妓術提案」の項目が 1項目以上設定

されます (P3参照〉。それ以外の評価項目は、簡易型と同様、工事ごとの特性に

より項目叡も異なり、設定されない場合もあります。
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イ 簡易型・特別簡易型

企業の技術力の評価分類の「簡易な施工計画Jの評価項目は、簡易型で1項目以

上設定されます。特別簡易型では設定されません。それ以外の評価分類の項目は、

工事の特性により項目数ち異なり、設定されない揚合ちあります。

簡易型、特別簡易型での公表する評価項目及び評価基準の例は次の通りです。

評価分類 評価項目 評価基準 配点。@@。 女点
、「簡易な施工計画」

簡易な施
工程管理に

0000 安点、
は、簡易型では1車

企業の技
工計画

係る技術的
ムムムム ム点

〉目以上設定されま

術力 所男等
不適切 [欠格]

す。特別簡易型でIct

設定されまぜん。

0000 0000 00あり 口点

企業の施 ムムあり -点

L能力 ↑なし ? 0点

小 1/ 
工事の特性に

/ より項目鍛わ

企業の社 。。po 0000 100あり/ 企点
虞なります。

会性 なし/ 0点

頼i性 / 
/ 

凶算点の満点合計 / 20"'，.-40点

/ 
'- 国の評価項目のうち、工事の特性lこより工事ごとIZ:選択した評価項目が入ります。

(企業の施工能力の評価分類の例〉優良工事業者表彰

|それぞれ評価項悶定内容が入ります。
ゅの 00年度以降の優良工事業者表彰の回鍛

それぞれの評価項目の評価基準と配点が入ります。
(倒)2回以上-4点、 1回一2点、それ以外ーO点

(7) 総合評価藩札方式の手続きの流れ

本市の総合評価落札方式の手続きの流れは、基本的には次のように行われます。

なお、政府調達協定 (WTO)の対象工事では、入札参加資格の審査時期が下図と

は異なります(⑦ではなく、③ー④聞で資格審査レます〉。
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まだ、標準型のうち、特に技 術的 難易 度の 高い もの にお いて は、 手続 きの 流れが

異なる揚合があります。

G 総合評価落札方式適用の決定

」二コー
② 評価項目 落札者決定基準の決定

」二ユー

妓術提案や施工計画等の評価方法など落札筈を

① 決 闘 基 準 を 間 際 に 、 同j台法施行待
の規定により、 2人以上の学識経験者の意見を聴

取します。

③ 入 札 公 告評価項目藩礼者決定基準公表
① 評価項目 藩平札問L

との実施要領書で公表されます。

J二コF

〈主 技術資料の受f寸・入札

4二ユー

⑤技術資料の審査技術評価点の算出

」二ユー

〈量 開札・評価値の算出

〉 入 仇 は 実 施 要 領 書 で … 術 資 料
①を公知定める期間内に財政局契約討に

封筒に入れ封印レ、郵送又Id:持参により提出しま
す。

- 入札参加者から提出された妓術資料は、入札公
( 1 )告時に公表した基準により審査され按術評価点
'-'が計算されます。

〉 …術評価伽配点枇と入札価
①開され 評価値の時い入札蓄が決まりま

す。(※n

」二コー 評価値が最も高い蓄に入札参加資椙確認資料

グ士'"_ ....L... ......L....lo......L._.._...L_..........~_..._.t...1 _ __，. ~_""\ ~、 の提出を求め、入札参加資絡の確認を行ないます
，¥ 7j入札参加資格確認資料の受付・審査:) ( 1 ) -e失格の場合、評価値の順位lこ従い同憶に事務を

ー ー亡ユー ~ --行います。〉。

(.'¥ 評価値の愚ち高い入札者の入札価格が調査
:{8) 借入札価格調査 jUノ準価格lこ満たない揚合は、低入札価格調査芸行い (_) 

」二コー
⑤落札者の決定契約評価結果の公表

」二ユー
@ 工事着手 〉

」二ユー
① 技術提案の履行状況の確認

6 

ます。(※2)

(IJ 落札者を決定し、入札参加者全員の評価結果
¥ン'をホームページで公表します(落札者決定の際に

ち、学識経験者の意見を臆取する場合がありま

す。)。

※1 開札日に落札予定者を入札参加者ヘ通知

レます。

※2 地方自治法施行令第167条の10の2の規

定により、総合評価落札方式で発注する工事

については、すべて調査基準価格を設定レ、
I jt'C入札価格調査制度を適用します。



(8) 技術提案・施工計画等が履行できなかった場合等のペナルティ

総合評価落札方式では、技術提案・施工計画等の実効性の確保や競争入札の公平性

が担保される必要があります。そのため、技術提案・施工計画等が実施できないこと

が判明した揚合、ペナルティを課します。

ア 入札参加者の妓術資料の虚偽記載等明らかに悪質な行為があった揚合には、横浜

市一般競争参加停止及び指名停比等措置要綱に基づく停止箔置等を行います。

イ 落札者の妓術提案等が達成されなかったときは、自然災害等の不可抗力による揚

合を除き、履行した内容に基づく授術評価点を再度算出した後、評価値が落札決定

時と同一になるよう価格を再計算し、当該価格と入札価格の差額を違約金として徴

収します。

具体的には、次の式で計算する違約金を徴収します。

(B+C2) 
違約金(税抜き)= Aー xA 

(B+C1) 

だだし

A : 当初の入礼金額

8 : 標準点 (100)

C1 : 入札時の提案内容にもとづく加算点

C2: 提案内容を実施できなかった揚合の加算点

計算の過程では、小数点以下第4位未満を切り治てます。

違約金は、円未満を切り治てます。
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| 授術重量料の提出万j去について〔参香)

総合評価落札方式の入札に参加しようとする方は、実施要領書別表に定める技術資料を重量塑皇

内に財政局契約第一課に到着するように提出してください(詳細は実施要領書 r5 技術資料の

提出方法Jをご覧ください。〉。

技術資料提出のための封筒の具体的記載方法は以下のとおりです。

所
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( I 
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裏面には

開札日、工事名、商号、業者コード
及び連絡先を記載してください。

〒231・0017
償浜市中区港町1丁目1番地

別表に定める

技術資料
後浜市財政局契約第一課

(関内中央ピル2階〉

朱書きで
技術資料夜中

と記載レてくださ

1 部

※封筒のサイズは指定しません。

、tJ
t's
‘a目、

8 



国土交通省直轄工事における

総合評価落札方式の運用ガイドライン

(抜粋)

2013年 3月

国土交通省

大臣官房地方課

大臣官 房技術調査課

大臣官房官庁営繕部計画課



目次

1. 総合評価落札方式の導入と改善の経緯...・H ・....・H ・.........・H ・-…...・H ・.....・H ・-….1・2

1・1 意義.…....・H ・-….....................................................................................1-2

1-2 総合評価落札方式導入と適用拡大...・H ・-….........・H ・…...・H ・....・H ・...・H ・.....1・3

1・3 総合評価落札方式の課題と抜本的見直し ・・ H ・H ・-…H ・H ・....・H ・...・H ・...・H ・.1・10

1・4 不正が発生しにくい制度への見直し..…...・ H ・.....・H ・....・H ・..…...・H ・....・...1・13

2. 総合評価落札方式の実施手順....・H ・....・H ・....・H ・...・H ・.，...・H ・-…H ・H ・...・H ・.....・H ・.2・1

2・1 総合評価落札方式のタイプ選定..........................................................2・1

2・1・1 総合評価落札方式のタイプの概要及び適用の意義….....・ H ・......・ H ・.2・1

2・1・2 総合評価落札方式適用の概要....・H ・・…H ・H ・.....・H ・-…H ・H ・-……H ・H ・-….2-4

2・1・3 技術提案評価型の分類...................................................................2-5 

rNQ............... . ................ ..... ・・.. ~・

2・2 手続きフロー....................................................................................2・10

2・2・1 施工能力評価型の手続きフロー...・H ・...・H ・....・H ・-…...・H ・...…...・ H ・...2-11

2・2・2 施エ能力評価型の手続きフロー(試行案)…H ・H ・-……H ・H ・....・H ・..2・12

2・2・3 技術提案評価型S型の手続きフロー・……・…...・H ・......・H ・....・H ・..….2・14

2・2・4 技術提案評価型A型の手続きフロー.……・…・……....・H ・...・H ・...・ H ・..2・17

2・3 入札説明書への記載....・H ・..................................................................2・18

2・3・1 総論............................................................................................2・18

2・3・2 技術提案.….................................................................................2-19 

2・4 競争参加資格要件と総合評価項目...・H ・...・H ・....，・H ・..…...・H ・........…・… 2-21

2・5 技術的能力の審査(競争参加資格の確認) ...:・H ・....・H ・-…・……・…・・…ー 2-24

2・6 総合評価項目の審査・評価…・...........................................................2-26

2・6・1 評価項目及び配点の基本的な考え方....・H ・....・H ・...・H ・...........・H ・-…2-26

2・6・2 評価項目及び評価方法.…............................................................2・29

2-7 評価基準及び得点、配分の設定例…・…・・…………-…………....・ H ・.....・H ・...2・37

2-7-1 必須項目の設定例.......................................................................2・37

2・7・2 施工能力評価型及び技術提案評価型S型の選択項目の設定例… 2-43

2・7・3 技術提案評価型A型における評価項目・基準の設定例…....・H ・...2-45

2-8 技術提案評価型A型におけるその他手続き・留意事項…-…・・・……..2-49 

2・8-1 入札説明書の記載事項................................................................2-49

2ユ-8ι-2 技術提案の改善(技術対話) .…….い….υ.….口.......，.…….口…….口…….口…….口….υ...…….一….一.. …….日…….い…….川….υ........…….υ….口.…….υ…….. …….口….い......….υ.2-5臼4 

2-8ι-3 予定価格の作成…......................................................................2・58

3. 総合評価の方法…....・H ・-…....・H ・-…...・H ・......................................................3・1

(抜粋)

'‘、，

2・6



3-1 評価値の算出方法.…...........................................................................3-1

3-2 加算方式及び除算方式の特徴.……・...・H ・H ・H ・.....・H ・...・H ・...・H ・...，.，....・H ・...3・1

3・3 技術評価点の算出方法…・…....・H ・-…・・………...・H ・...・H ・...…H ・H ・-…H ・H ・.....3-5

4: 総合評価落札方式の結果の公表...・H ・.....・H ・....・H ・...・H ・.........・H ・...・H ・.....・H ・....4・1

4-1 評価結果の公表...................................................................................4・1

4・2 技術提案等の採否に関する詳細な通知.…・・…...・H ・.....・H ・-…・H ・H ・-… …...4-6

4-3 中立かつ公正な審査・評価の確保....・H ・-…………H ・H ・...・H ・-…...・H ・-……4・8

4-4 入札及び契約過程に関する苦情処理.……...・H ・-ム…・……・…....・H ・.....・H ・..4-9

5. 総合評価落札方式の評価内容の担保...・H ・................................・ H ・...・H ・...・...5・1

5・1 技術提案履行の確保....・H ・-…H ・H ・..…...・H ・....・H ・.....・H ・...・H ・.....・H ・-….......5-1 

6. 総合評価落札方式の鼠行等....，....................・H ・....・H ・....・H ・........・H ・-…...・H ・....6・1

6-1 施工体制確認型総合評価落札方式の試行(平成 18年-)………・…6-1

6・2 地元企業活用審査型総合評価落札方式の試行(平成21年-)....・...6-5

6・3 特定専門工事審査型総合評価落札方式の試行(平成24年-)....・...6-6

6-4 段階選抜方式の検討.…...................一...................................................6・8

6・5 事後審査型入札方式の検討....・H ・-………H ・H ・.....・H ・...・H ・-…H ・H ・-…・...・H ・.6-11



(2) 総合評価落札方式の抜本的見直し

総合評価落札方式の定着に伴い顕在化した課題に対し、建設業許可、定期

の競争参加資格審査、 工事ごとの競争参加資格要件設定との適切な役割分担

のもと、以下の方針に則り総合評価落札方式の改善を図ることとした。

〔総合評価落札方式の改善の方針〕

①施工能力の評価と技術提案の評価に二極化

②施工能力の評価は大幅に簡素化

③技術提案の評価は品質の向上が図られることを重視

④評価項目は原則、品質確保・品質向上の観点に特化

パ定期の競争参加資格審査 工事ごとの競争参加資格の確認 A 総合評価 ト、
。公共エ事の多係性を踏まえて、 0当訟工事の規模や特性lこる、 0当銭工事の特性に対し.量Eも

グルーピングされた市場{発注 さわしい企業をふるい分ける 契約相手として望ましい企業

標準)に適合する企業を仕分け 役割 を選定する役割

る{機付)役割 【見直し:方針1

経営事項審査 i 品E平質価向項上目の立原則、品質確保・
続点に特化

fg -自己資本額等 -経審点

E E 

-防災協定の有無 -等級
-防災包定の有無-建鐙機械の保有状況 等 .t血綾要件

-不破実な行為の有無等 -手持ち工事量

技術僻価 -ボランティア活動の有無 等

一
銭術力

-成績S平定 -同種工事実績 -成績t平定
-工事規模 -成績2平定 -表彰

-工事重量易度 望事 -銭術者資絡 -技術者評価

-後術提案 害事

ョu

落
札
者
決
定

仁二コ今町見直しの…郎分・

図 1・3 企業評価の体系

これらの改善方針を踏まえ、国土交通省直轄工事における総合評価落札方

式のタイプ分類、技術力評価の考え方を見直し、その内容を本ガイドライン

にとりまとめる。

(改善のポイントを図 1-4に掲載)
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図 1・4 総合評価落札方式の改善のポイント



1-4 不正が発生しにくい制度への見直し

平成 24年 10月、公正取引委員会は、高知県内の入札談合事案に関 して事

業者に対し、排除措置命令及び課徴金納付命令を行うとともに、国土交通省

に対し、入札談合関与行為等防止法に基づく改善措置要求を行った。

このため、国土交通省では、当面の再発防止対策をとりまとめ、入札契約

手続きに関しては、 (1)技術提案書における業者名のマスキングの徹底、 (2)

予定価格作成時期の後倒し、入札書と技術提案書の同時提出、総合評価落札

方式における積算業務と技術審査・評価業務の分離体制の確保など、不正が

発生しにくい制度への見直しの検討を行うこととした。

これを踏まえ、分任官発注で施工能力評価型を適用する一般土木工事の一部

において、当面の再発防止対策を踏まえた手続きフローにより試行を実施する。
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2.総合評価落札方式の実施手順

2・1 総合評価落札方式のタイプ選定

2-1-1総合評価落札方式のタイプの概要及び適用の意義

(1 ) 施工能力評価型

[概要}

施工能力評価型は、技術的工夫の余地が小さい工事を対象に、発注者が示

す仕様に基づき、適切で確実な施工を行う能力を確認する場合に適用するも

のである。

施工能力評価型は、施工計画を審査するとともに、企業の能力等(当該企

業の施工実績、工事成績、表彰等)、技術者の能力等(当該技術者の施工経験、

工事成績、表彰等)に基づいて評価される技術力と価格との総合評価を行う

I型と、企業の能力等、技術者の能力等に基づいて評価される技術力と価格

との総合評価を行う E型に分類される。

{適用の意義】

施工能力評価型は、技術的工夫の余地が小さく技術提案を求めて評価する

必要がない工事において、企業の能力等(当該企業の施工実績、工事成績、

表彰等)、技術者の能力等(当該技術者の施工実績、工事成績、表彰等)及び

施工計画を審査・評価することにより、企業が発注者の示す仕様に基づき、

適切で確実な施工を行う能力を有しているかを確認するとともに、必要に応

じて、地域精通度や地域貢献度等を評価し、その地域で工事を円滑に実施す

る能力を有しているかを評価することにより、当該工事を確実に施工できる

企業を選定することを目的とするものである。

規模の小さい工事や施工上の技術的課題が少ない工事においては、技術提

案の範囲や効果が限定されるため、工事品質の向上を図るよりもむしろ粗雑

工事等の発生リスクを回避するために、発注者が示す仕様に基づく適切かっ

確実な施工がより重要となる。長期的に見れば、適切かつ確実な施工を行う

ことは、構造物の長寿命化や、長い供用期間にわたる維持管理費の軽減にも

つながるものであり、国民にとっては、供用性・安全性の高い社会資本が確

保され、将来の維持管理費を含めた総合的なコスト縮減等の利益を享受する

ことができる。
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(2) 技術提案評価型

[概要】

技術提案評価型は、技術的工夫の余地が大きい工事を対象に、構造上の工

夫や特殊な施工方法等を含む高度な技術提案を求めること、又は発注者が示

す標準的な仕様(標準案)に対し施工上の特定の課題等に関して施工上の工

夫等の技術提案を求めることにより、民間企業の優れた技術力を活用し、公

共工事の品質をより高めることを期待する場合に適用するものである。

また、技術提案評価型は、 A型と S型に大別される。 A型は、より優れた

技術提案とするために、発注者と競争参加者の技術対話を通じて技術提案の

改善を行うとともに、技術提案に基づき予定価格を作成した上で、技術提案

と価格との総合評価を行う。 S型は、発注者が標準案に基づき算定した工事

価格を予定価格とし、その範囲内で提案される施工上の工夫等の技術提案と

価格との総合評価を行う。

更に、 A型は AI型、 AII型及びAill型に大別される。 AI型は、通常の構

造・工法では制約条件を満足できない場合に適用し、 All型は、有力な構造・

工法が複数あり技術提案で最適案を選定する必要がある場合に適用する。ま

た Aill型は、発注者の示す標準案に対して高度な施工技術等により社会的便

益の相当程度の向上を期待する場合や部分的な設計変更を含む工事目的物に

対する提案を求める場合に適用することとする。

{適用の意義】

技術提案評価型は、企業から提案される構造上の工夫、高度な施工技術や

施工上の工夫等を評価することにより、工事の品質向上を期待するものであ

る。

公共工事の品質に関しては受注者の技術的能力に依存するところが大きい

が、我が国の建設業界の技術力は高い水準にあるため、技術提案評価型A型

によりその高い技術力を有効に活用することで、コストの縮減や工事目的物

の性能・機能の向上、工期短縮等の施工の効率化等、 一定のコストに対して

得られる品質が向上し、公共事業の効率的な執行につながるものと期待でき

る。

また、技術提案評価型 S型では発注者が示す標準的な仕様(標準案)に対

して施工上の特定の技術的課題等に関する施工上の工夫等の技術提案を求め

ることにより、企業の優れた技術力を活用し、公共工事の品質をより高める

ことが期待できる。その結果、国民にとっては、将来の維持管理費を含めた

総合的なコストの縮減、工事目的物の性能・機能の向上、環境の維持や交通

の確保といった利益を享受することができる。

また、積極的に技術提案評価型を活用することにより民間企業の技術開
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発・技術者育成の促進にもつながるものと期待される。
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2・1・2総合評価落札方式適用の概要

国土交通省直轄工事では、災害復旧工事等で、緊急的に発注しなければな

らない工事や特に小規模な工事を除き、原則すべての工事において総合評価

落札方式を適用することとし、公共工事の特性(工事内容、規模、要求要件

等)に応じて、施工能力評価型、技術提案評価型のいずれかの総合評価落札

方式を選択する。

工事における技術的能力の審査、技術提案の評価・活用の流れを図 2・1に

示す。

有資格象者名簿釜録 i 

銭
術
的
能
力
の
審
査

個別ヱ事に嫁しての筏術審査
.企11且tiE.予定量術宥の同lIZ・の蝿エ翼幅
.施工計画あるいは植術蝿療の適切性

.Zよ由工夫等由
健衛星軍を'*める

楠量土の工夫や鱒障な
績工方;t・~富む高置な

2重傷握a医を求める

1!;r.能カを審査 施工能力に加え、技術tt案を審査・僻価
・施工よ由担来

{置金封..11.への~.‘工聞の纏蝿.)
術量物由品質の向上署図る蝿車

{強直.耐且性.量..ライフサイクル2スト等)

-企.及び配置予定植術者の
開祖工事の施工費鍋・慮"‘

、.......................、
技術提案の改普

:ヱ事の施工実l
j舗やエ事ra..:
1の保存・活用;

日

と三>1工事施工実績!

と> 1エ恵成績 | 
車個別工事に際して田箆術審査:企書由施工能力回砲認を行う.
業旗輔鍵裏白審査・評価:鏡締鍵来由実現性等量確IU審査}した止で.緩衝湿車時点舷付け{停留}苦行う.
様施工計画の審査・現場>l:件を踏まえて配慮すベ曹・項の_g遣の適切性豊二段階で審査し.原則.記述が適切であれば『可Jと1...不適切晶るいは朱舘厳で晶れば『不可Jとして

工事由恒実t~1Eエに貰するか苔か置審査する.
来総合僻価主.・鑑術者自能力寄且び往術径軍由野酒i畢I~益づ曹、価怖と総合的に野価を行う.

図 2-1 工事における技術的能力・技術提案の評価・活用の流れ
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2-1-3技術提案評価型の分類

技術提案評価型を適用する工事は大きく A型と S型の 2つに分類でき、 A

型はさらにAI型、 AII型及びAill型の 3つに分類できる。表 2-1に技術提

案評価型の分類を示す。

AI型及びAII型は、発注者が標準案を作成することができない場合や、

複数の候補があり標準案を作成せずに幅広く提案を求め、最適案を選定する

必要がある場合に適用するものであり、いずれも標準案を作成しない。 した

がって、設計・施工一括発注方式を適用し、施工方法に加えて工事目的物そ

のものに係る提案を求めることにより、工事目的物の品質や社会的便益が向

上することを期待するものである。このため、技術提案をもとに予定価格を

作成することが基本となる。

一方、発注者が詳細(実施)設計を実施し、標準技術による標準案を作成

する場合には、工事目的物自体についての提案は求めずに施工方法に対する

提案を求めることが基本となる。この場合、発注者が標準案に基づき工事価

格を算定することができるため、標準案の工事価格を予定価格とし、施工上

の工夫等の技術提案に限定した提案を求めることも可能である。その場合に

はA型ではなく S型を適用することが基本となる。 Aill型は、標準技術によ

る標準案に対し、部分的に設計の変更を含む工事目的物に対する提案を求め

る、あるいは高度な施工技術や特殊な施工方法等の技術提案を求めることに

より、工事価格の差異に比して社会的便益が相当程度向上することを期待す

る場合に適用するものであり、その場合には技術提案をもとに予定価格を作

成することが基本となる。

なお、工事規模の大小により技術提案評価型の適用や類型を判断すること

のないよう留意する。
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表 2・1 技術提案評価型の分類

技術提案評価型

AI型 AII型 Aill型 S型

通常の構造・工法では 想定される有力な構 標準技術による標準 工事目的物自体につ

工期等の制約条件を 造形式や工法が複数 案に対し、部分的な設 いての提案は求めず

満足した工事が実施 存在するため、発注者 計変更を含む工事目 に、施工上の特定の課

できない場合 としてあらかじめー 的物に対する提案を 題等に関して、施工上

分 類
つの構造・工法に絞り 求める、あるいは高度 の工夫等に係る提案

込まず、幅広く技術提 な施工技術や特殊な を求めて総合的なコ

2震を求め、最適案を選 施工方法の活用によ ストの縮減や品質の

定する ことが適切な り、社会的便益が相当 向上を図る場合

場合 程度向上することを

期待する場合

標準案の
無

壷E
有 有

有無 (複数の候補有)

求める伎術 -工事目的物 -工事目的物
-部分的な設計変更

-施工上の工夫に係る
提案の範囲 -施工方法 -施工方法

や、高度な施工技術
提案

等にかかる提案

(発官づ (設計 ・施工一括) (設計・施工一括) 〔詳細設計付または)
設計・施工分離

(設計 ・施工分離)

WTO は必須とし、

必須
WTO以外は、配置予

定技術者の監理能力

ヒアリング ただし、技術提案評価型A型におけるヒアリングは、 技術提案に対す 又は技術提案に対す
る発注者の理解度向上を目的とするものであり、ヒアリング自体の審 る理解度を確認する
査・評価は行わない。(技術対話) 必要がある場合に実

施

段階選後 競争参加者数を絞り込む必要がある場合に試行的に実施

予定価格 技術提案に基づき予定価格を作成
標準案に基づき予定

価格を作成
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